
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る

情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
並
び
に
第
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
経
済
連
携
協
定
」
、
「
締
約
国
」
、
「
特
定
原
産
品
申
告
書
」
、
「
特
定
原
産
品
誓
約

書
」
又
は
「
申
告
原
産
品
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
定
義
）
に

規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
、
締
約
国
、
特
定
原
産
品
申
告
書
、
特
定
原
産
品
誓
約
書
又
は
申
告
原
産
品
を
い
う
。

（
経
済
連
携
協
定
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定

二
　
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定

三
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定

四
　
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
協
定

五
　
地
域
的
な
包
括
的
経
済
連
携
協
定

（
特
定
原
産
品
誓
約
書
の
交
付
等
に
係
る
経
済
連
携
協
定
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
六
号
（
定
義
）
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協

定
と
す
る
。

（
情
報
提
供
に
係
る
経
済
連
携
協
定
等
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
一
項
（
情
報
提
供
等
）
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
は
、
第
二
条
第
一
号
及
び
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
と
す
る
。

２
　
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
応
ず
る
期
間
に
つ
い
て
個
別
に

我
が
国
と
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
と
の
間
で
合
意
を
し
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

一
　
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
　
四
十
五
日

二
　
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
　
十
月

三
　
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
　
三
十
日
以
上
九
十
日
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
経
済
連
携

協
定
の
締
約
国
が
指
定
す
る
期
間

（
情
報
の
収
集
等
に
よ
る
協
力
に
係
る
経
済
連
携
協
定
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
一
項
（
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
に
よ
る
協
力
）
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
は
、
第

二
条
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
と
す
る
。

（
保
存
書
類
）

第
六
条
　
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
（
書
類
の
保
存
）
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
と
す

る
。

一
　
本
邦
か
ら
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
を
輸
出
す
る
者
で
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原

産
品
申
告
書
を
作
成
し
た
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
イ
及
び
ロ
又
は
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
五
条
第
一
項
の
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書

ロ
　
法
第
五
条
第
一
項
の
物
品
に
係
る
契
約
書
、
仕
入
書
、
価
格
表
、
総
部
品
表
、
製
造
工
程
表
そ
の
他
の
当

該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

ハ
　
法
第
五
条
第
一
項
の
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書

二
　
本
邦
か
ら
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
を
生
産
す
る
者
で
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原

産
品
申
告
書
を
作
成
し
た
者
　
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

２
　
第
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
書
類
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
と
す
る
。

３
　
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
　
五
年

二
　
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
　
四
年

三
　
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
　
三
年

４
　
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
第
二
項
の
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書

二
　
法
第
五
条
第
二
項
の
物
品
に
係
る
契
約
書
、
仕
入
書
、
価
格
表
、
総
部
品
表
、
製
造
工
程
表
そ
の
他
の
当
該

物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

５
　
法
第
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
特
定
原
産
品
で
な
か
っ
た
こ
と
等
の
通
知
に
係
る
経
済
連
携
協
定
等
）

第
七
条
　
法
第
六
条
（
特
定
原
産
品
で
な
か
っ
た
こ
と
等
の
通
知
）
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
は
、
第
二
条

第
二
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
と
す
る
。

２
　
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
五
年
を
経
過

す
る
日
の
翌
日
ま
で
と
し
、
同
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
一
年
を
経
過

す
る
日
の
翌
日
ま
で
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
八
条
　
法
第
四
条
第
一
項
（
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
に
よ
る
協
力
）
及
び
第
七
条
第
一
項
（
資
料
の
提
出
及
び

立
入
検
査
等
）
の
規
定
に
よ
る
財
務
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
原
産
品
申
告
書
又
は
特
定
原
産
品
誓
約
書
を
作
成
し

た
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
主
た
る
事
務
所
（
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
。
次
項
に
お
い
て

「
主
た
る
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
税
関
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
を
特
定
原
産
品
申
告
書

又
は
特
定
原
産
品
誓
約
書
を
作
成
し
た
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
の

支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
税
関
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
税
関
の
支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
権
限
を
委
任
し
た
と
き
は
、
そ
の

内
容
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
当
該
公
告
を
す
べ
き
事
項
を
税
関
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
適
当
な
場
所
に
こ
れ
を
掲
示
し
、
又
は
官
報
若
し
く
は
時
事
に
関

す
る
記
事
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
こ
れ
を
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
二
五
日
政
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

（
附
則
第
三
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
関
税
暫
定

措
置
法
施
行
令
第
三
十
三
条
第
十
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等

関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
八
条
中
経
済
連
携
協

定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
、
同
条
第
十
項
の
改
正
規
定

（
「
第
八
項
」
を
「
八
の
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
別
表
第
三
の
一
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
政
令
第
二
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
調
整
規
定
）

第
二
条
　

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
か
ら
三
ま
で
　
略

四
　
関
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
第
九
条
中
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政

令
第
三
百
九
十
四
号
）
第
一
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
改
正
規
定

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第
三
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
（
以
下
「
発

効
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
一
日
政
令
第
三
四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連

合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
四
日
政
令
第
一
六
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
地
域
的
な
包
括
的
経
済
連
携
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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